
５東彼告示第５５号 

  

東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示をここに

公布する。 

  

令和５年６月７日  

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 
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東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示 

東彼杵町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付要綱（令和元年告示第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる要綱の改正部分は、下線の部分である。 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この要綱は、東彼杵町内の人口減少対策をはじめ地域課題の解

決に向け、地域が抱える課題の解決に資する雇用拡充や、UIターン者

などによる創業や就業を支援することにより、それらの人財の活動を

通じ、地域振興を図るとともに、東彼杵町への移住・定住を促進する

ことを目的として、予算の定めるところにより、東彼杵町地域産業雇

用創出チャレンジ支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則（平

成１６年４月２１日規則第２２号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この要綱は、東彼杵町内の人口減少対策をはじめ地域課題の解

決に向け、地場産業の振興        に資する雇用拡充や、UIターン者

などによる創業や就業を支援することにより、それらの人財の活動を

通じ、地域振興を図るとともに、東彼杵町への移住・定住を促進する

ことを目的として、予算の定めるところにより、東彼杵町地域産業雇

用創出チャレンジ支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

するものとし、その交付については、東彼杵町補助金等交付規則（平

成１６年４月２１日規則第２２号。以下「規則」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） （補助対象者） 

第４条 移住支援金の交付対象者は、東京２３区に居住若しくは通勤す

る者で東彼杵町へ移住し、移住支援金の要件を満たす者の転居に伴う

経費等を補助するものであり、申請時において次の第１号の要件を満

たし、かつ、第２号、第３号、第４号又は第５号の要件に該当し、世

帯の申請をする場合にあっては第６号の要件を満たす申請者を対象と

する。 

第４条 移住支援金の交付対象者は、東京２３区に居住若しくは通勤す

る者で東彼杵町へ移住し、移住支援金の要件を満たす者の転居に伴う

経費等を補助するものであり、              次の第１号の要件を満

たし、かつ、第２号、第３号、第４号又は第５号の要件に該当し、世

帯の申請をする場合にあっては第６号の要件を満たす申請者を対象と

する。 
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（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（交付額） （交付額） 

第５条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては１００万円、

単身の申請の場合にあっては６０万円とする。なお、１８歳未満の世

帯員を帯同して移住する場合は、１８歳未満の者１人につき１００万

円を加算する。 

第５条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては１００万円、

単身の申請の場合にあっては６０万円とする。なお、１８歳未満の世

帯員を帯同して移住する場合は、１８歳未満の者１人につき３０万円 

 を加算する。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。 

 


